
著名タレントを活用したデジタルWEB雑誌及びパンフレット制作業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１． 趣旨 

 本実施要領は、川場村が発注する「著名タレントを活用したデジタルWEB雑誌及びパンフレット制作業務」

について、公募型プロポーザルにより受託する事業者を選定するにあたり、必要な事項等を示したものであ

る。 

 

２． 業務概要 

２.１業務名 

 著名タレントを活用したデジタルWEB雑誌及びパンフレット制作業務 

２.２業務目的 

川場村は、豊かな自然、歴史文化、食、体験など多彩な地域資源を有しているものの、全国的な認知度は十

分とは言えない状況にある。そのため、より多くの人に川場村の魅力を効果的に伝え、新たな川場ファンの獲

得や地域への関心の喚起につなげるための取組を進めている。 

本業務は、旅行電子雑誌が有する発信力や編集ノウハウを活用するとともに、著名タレントを起用した訴求

力の高い特集企画により、川場村の魅力を広く発信し、村の認知度向上、観光誘客、交流人口の拡大及び地域

との多様な関わりの創出につなげることを目的とする。 

２.３業務内容 

著名タレントを活用したデジタルWEB雑誌及びパンフレット制作業務仕様書（別紙１）のとおり 

  ２.４契約期間 

   契約締結日から令和９年３月15日 

  ２.５契約上限額 

   上限額13,811,000円(消費税額及び地方消費税額を含む) 

※金額は本業務の内容の実施に係るすべての経費を含む。 

 

３．担当部署（書類の提出及び問い合わせ先） 

       担 当 課：川場村役場 むらづくり振興課 企画観光係 

     住  所：〒378－0101 群馬県利根郡川場村大字谷地3200 

     電話番号：0278－52－2111(代表) 

     F  A  X：0278－52－2333 

    メールアドレス：kankou＠vill.kawaba.gunma.jp 

 

４．プロポーザル参加資格 

 本プロポーザルの参加事業者は、本業務に関する十分な知識及び技術を有し、令和８年４月１日時点で、次に

掲げる要件の全てに該当する者とする。 

（１） 川場村の事務事業からの暴力団排除に関する要綱（平成24年川場村訓令第３号）別表に掲げる措置要件に

該当しないこと。 

（２） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

（３） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされていないこと。 



（４） 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

（５） 地方自治体が発注する業務における、俳優を起用したプロモーションの実績が、過去５年間で50件以上あ

ること。 

（６） 本業務で制作する電子雑誌を、媒体歴15年を超えるメディア内で掲載・発信が出来ること。 

（７） 業務の実施に当たり、村との打合せ、現地調査及び撮影等に適時対応できる体制を有し、必要に応じて川

場村に来村し対応できる者であること。 

（８） その他法令に違反していないこと又は違反するおそれがないこと。 

 

５．企画提案参加手続きに関する事項 

（１）仕様書及び実施要領等の配布に関する事項 

   ①配布期間 

    令和８年４月22日（水）から令和８年５月１日（金）まで 

   ②配布方法 

    川場村ホームページからダウンロードすること。 

    【URL】https://www.vill.kawaba.gunma.jp 

   ③配布書類一覧 

（ア） 著名タレントを活用したデジタルWEB雑誌及びパンフレット制作業務公募型プロポーザル実施要領 

（イ） 著名タレントを活用したデジタルWEB雑誌及びパンフレット制作業務仕様書（別紙１） 

（ウ） 公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

（エ） 業務体系表（様式第２号） 

（オ） 受託実績表（様式第３号） 

（カ） 質問書（様式第４号） 

（キ） 企画提案書（様式第５号） 

 （２）参加申込に関する事項 

   ①提出方法 

    担当部署に持参または郵送（郵送の場合は書留に限る。）すること。 

   ②提出書類 

    （ア） 公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

（イ） 業務体系表（様式第２号） 

（ウ） 受託実績表（様式第３号） 

   ③提出期限 

    令和８年５月１日（金）午後５時まで 

    ※郵送の場合も上記提出期限必着のこと。 

 

６．質問書に関する事項 

①提出方法 

質問書（様式第４号）に質問内容を簡潔にまとめ、電子メールにより提出すること。 

②提出期限 

令和８年５月１日（金）午後５時まで 



③送付先 

川場村役場 むらづくり振興課 企画観光係 

メールアドレス：kankou＠vill.kawaba.gunma.jp 

④回答方法 

令和８年５月８日（金）までに本村ホームページに掲載する。 

なお、質問のあった事業者名は公表しない。 

 

７．企画提案書の提出に関する事項 

①提出書類（審査資料） 

（ア） 企画提案書（様式第５号） 

（イ） 業務体系表（様式第２号） 

（ウ） 受託実績表（様式第３号） 

（エ） 提案内容書（任意様式） 

提案内容書は、次に掲げる事項について簡潔かつ具体的に記載し、各項目については、可能な限り定量的に記

載すること。 

・本業務に関する基本的な考え方 

・デジタルWEB雑誌及びパンフレットの構成、コンセプト、表現方法等 

・掲載内容及び登場タレント案等 

・実施体制及びスケジュール 

・用紙はＡ４版で、全体で20 ページ以内（表紙は含めない）でカラー印刷（両面印刷可）とすること。 

（オ） 業務見積書（任意様式） 

・具体的な積算内訳を記載すること。 

・見積額は、消費税及び地方消費税額を含む額とすること。 

（カ） 過去受託した実績資料等を３作品程度。 

・可能な限り、本プロポーザルにおけるデジタルWEB 雑誌及びパンフレットの品質がイメージできるもの

の実績資料。 

②提出方法 

担当部署に持参または郵送（郵送の場合は書留に限る。）すること。 

③提出期限 

令和８年５月12日（火）午後５時まで 

※郵送の場合も上記提出期限必着のこと。 

④提出部数 

・①提出書類（審査資料）（ア）～（オ）の順で製本した資料 ９部（正本１部、副本８部） 

・①提出書類（審査資料）（カ）過去受託した実績資料 １式 

・①提出書類（審査資料）（カ）を除く提出書類一式を電子ファイルとして保存したCD-R等 １枚 

 

８．受託候補者の選定 

 ８.１審査 

審査は、本業務に係る公募型プロポーザル審査委員会 (以下「委員会」という。)を設置し、次のとおり実施する。 



 （１）一次審査（書類） 

５社以上の企画提案書等の提出があった場合は、事務局で一次審査（書類審査）を行う。別に定める審査

基準（非公表）に基づき上位５社を一次審査通過者とする。 

（ア）一次審査結果 

     審査を受けた各事業者に対し、文書及び電子メールにて審査結果を通知する。 

  （２）二次審査（プレゼンテーション） 

     一次審査通過者に対して、委員会にて「優先交渉権者選考基準」（以下「審査基準」という。）に基づき、

書類、プレゼンテーション及び見積金額について、総合的に審査を実施する。また、移住施策に係る自由提

案があった場合は採点に加点を行う。なお、プレゼンテーション審査は次のとおり実施する。 

   （ア）日時・会場 

令和８年５月20日（水）午後（予定） 川場村役場会議室（詳細は別途通知する。） 

 （イ）出席者 

２名以内とする。 

 （ウ）実施方法 

   ・20分程度とする。（プレゼンテーション15分、質疑応答５分） 

・プレゼンテーションに必要な場合は、会場に用意するプロジェクター及びスクリーンの使用を可とする。

ただし、パソコン等の機器は持参のこと。 

・プレゼンテーションは提出した資料を用いて行うこと。 

   （エ）二次審査結果 

二次審査の採点の合計により各提案者の順位を決め、第１位の者を第１位優先交渉権者として選考する。

また、次点を第２位優先交渉権者として合わせて選考する。なお、二次審査を受けた各事業者に対し、文書

及び電子メールにて審査結果を通知する。また、審査結果（第１及び第２優先交渉権者については、その名

称まで）をホームページへ掲載し公表する。 

 

９．資格の喪失 

 以下の場合、参加資格を失うものとする。 

   （１）本村財務規則を含む関係法令等に違反した者 

  （２）前記「４．プロポーザル参加資格」及び本プロポーザル仕様書の事項を満たさなくなった者 

  （３）その他提出書類に虚偽の記載をするなど、条件に違反する行為が発見された場合 

 

10. 契約及び支払い方法 

 本契約の契約方法は、公募型プロポーザル方式による随意契約とする。なお、村は業務終了後、検査を経て、委

託料を受託者に支払うこととする。 

 

11．その他留意事項 

 （１）本企画提案に係る経費、応募に関わる全ての経費は参加申込者の負担とする。 

 （２）提案は提案事業者１者につき１提案のみ受け付けるものとする。 

 （３）提出期限以降の書類等の提出、再提出、差し替えは原則として認めない。 

 （４）原則として、提出された書類等は返却しない。 



 （５）提出された書類等は、審査目的以外の使用はしない。 

 （６）提出された書類等は、審査の範囲内で複製することがある。 

 （７）提出書類等に含まれる著作物の著作権は提案事業者に帰属する。 

 （８）参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはしない。 

 （９）本企画提案への参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報（周知の情報を除く） 

    は、本業務の目的以外に使用し又は第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとする。 

 （10）審査結果に対する異議は一切認めない。 

 

12．企画提案実施スケジュール（予定） 

 

プロポーザルの公募開始 令和８年４月22日（水） 

参加申込の受付期間 令和８年４月22日（水）～令和８年５月１日（金） 

質問書の受付期間 令和８年４月22日（水）～令和８年５月１日（金） 

質問書の回答期限 令和８年５月８日（金） 

企画提案書等の受付期間 令和８年４月22日（水）～令和８年５月12日（火） 

一次審査（書面）応募が5社以上の場合  

二次審査（プレゼンテーション） 令和８年５月20日（水） 

審査結果通知 令和８年５月26日（火） 

委託契約締結 令和８年５月26日（火）以降 


